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平成１９年度地域の産学官連携による

環境技術開発基盤整備モデル事業について

環境省総合環境政策局総務課環境研究技術室

1. は じ め に

「第３期科学技術基本計画」（平成１８年３月閣議

決定）において，地域における科学技術の振興に

おける産学官連携の重要性が指摘されている。ま

た，中央環境審議会答申「環境研究・環境技術開

発の推進戦略について」（平成１８年３月）におい

て，地域の住民および環境行政上のニーズを背景

として，地方環境研究機関（地環研）が中核となり

産学官連携を推進することとしている。これらを

受けて，環境省では平成１９年度より，都道府県等

が設置する地方環境研究所による産学官連携の取

組みを支援するため「地域の産学官連携による環

境技術開発基盤整備モデル事業」を実施している。

2. 事 業 内 容

地域における産学官連携による環境技術開発の

基盤整備を図るため，東京都，岐阜県，愛知県お

よび鳥取県をモデル地域として，以下の①～③の

事業を実施した。

①地域発の優良技術シーズを実用化するための技

術開発（表 1参照）

②地域における環境技術開発人材ネットワークの

形成のための地域環境研究・技術開発に係る

ワークショップの開催

③パートナーシップの成果や産学官連携の手法の

普及のためのマニュアルの取りまとめ，および

全国の地環研等を対象としたシンポジウムの開

催

②については，昨年１１月から２月にかけて，各

モデル地域においてセミナーを開催し，モデル地

域内における啓発活動を行った。また，③につい

ても，２月に「地域の産学官連携による環境技術

開発のいま」と題したシンポジウムを大阪府およ

び川崎市の２カ所において開催した。これらのシ

表 1 モデル地域における取組概要

中核機関 取組概要 連携先

東京都環境
科学研究所

【自動車の走行方法改善による温暖化対策の推進】
・自動車からの CO２排出量を削減するため，エコドライブ支援・評価シス
テム（仮称）を開発し，カーナビゲーション等への組み込み等実用化を図る

川崎市公害研究所
中央大学理工学部
パイオニアナビコム㈱

岐阜県保健
環境研究所

【中小企業向け電熱型 VOC分解装置の開発研究】
・VOC排出抑制の自主的取組が期待されている中小規模事業場においても，
導入しやすい，安価で小型な VOC処理装置の開発

岐阜大学
TYK
加藤電気炉材製造

愛知県環境
調 査 セ ン
ター

【リサイクル材を活用した建設・建築材料の開発】
・処理・処分に苦慮している廃瓦，廃竹を活用した建設・建築材料を開発す
る

愛知工業大学工学部
トヨタ T&S㈱

鳥取県衛生
研究所

【未利用廃菌床からの工業原料生産システム研究】
・処理・処分に苦慮している使用済のきのこ菌床をバイオマス資源として，
発酵技術により，エタノール，L―乳酸を生産するシステムを確立する

鳥取大学工学部
日南振興（株）
エムズプラン㈱
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（１）産学官連携の前に 
地域における環境技術開発の目的は？ 

 □ 地域固有の環境問題の解決 
 ■　鳥取県　休廃止鉱山坑廃水等に含まれる未利用資源の利活用に関する研究 
 ■　岐阜県　悪臭対策としてのディーゼルエンジン脱臭発電装置の開発 

 □ 地域発の優良技術やアイデアの実用化 
 　 （その結果、地域環境保全にも寄与） 

 ■　鳥取県　微生物利用による含油廃水の処理プロセスの開発 

 

（１）産学官連携の前に 
各主体の資源（ポテンシャル）の確認 

□ 必要な資源を確認する 
～各主体が何を持ち寄るのか、何を期待するのかを確認 
　技術シーズ？　　コーディネート・企画力？ 
　経験や知見？　　資金？　　装置？ 

□ 官は何を提供するか・できるか確認する 
～コーディネート主体となる場合、どのような人材や体制 
　を強化すべきか。 

（2）テーマ設定・連携体制構築段階 
連携体制構築の留意点 

□ 計画を策定しながら、体制を確定する。 
連携で何を持ち寄るのかを再確認。 

インセンティブを持ち続けられる主体であるか。 

必要に応じて、連携先の再選定・追加。 

信頼関係がすでに構築された相手であることが望ましい。 

□ 事業化を目標とする場合、適切な産の参画があるか。 
事業化に積極的な「産」の参画がないと、技術開発で終 

わってしまう。 

（2）テーマ設定・連携体制構築段階 
計画策定の留意点 

□ 計画の策定と体制整備 
立場の違いを理解・尊重した役割分担・経費負担 

　　　　　〃　　　　　　　　スケジュール計画 

 変更に柔軟に対応できる体制の整備 

□ 官のリーダーシップ 
ただし、事業化テーマでは「産」の意思を最大限に尊重。 

（2）テーマ設定・連携体制構築段階 
テーマ設定の留意点 

□ 行政や市場のニーズに対応したテーマであるか。 
市場のニーズを的確に捉えているか。必要に応じ市場調査を行ったか。 

□ 各主体にメリットのあるテーマ設定となっているか。 
「産」は事業化による利益、「官」は施策への反映や行政課題の解決、 
「学」は学術的成果をそれぞれ期待する。 

□ できるだけ明確に目的・目標が設定されているか。 
各主体が、目的・目標を共有して取り組む必要がある。 

（4）共同研究遂行段階 

□ 頻繁なうちあわせ、緊密な報告・コミュニケー 
ション 
フェースtoフェースのうちあわせ 
　　問題をすぐに共有し解決できる体制。 
メールや電話を使った報告 

　　　　全員が情報共有できるよう、cc（同報）機能や掲示板を活用 

□ データの共有推進 
データを共有し、よりよい成果をだせる体制 

□ 臨機応変な対応 
計画の見直し、第三者へのアドバイス依頼。 

（3）共同研究等契約段階 

□ 共同契約を結ぶ。 
基本は、 

①役割・負担の分担 

②成果配分 

　　事業化を目指さない場合にも、知財の所属を確認 

③秘密保持 

　　新商品・新技術の事業を目指す場合、 

　　　学会報告や卒業論文、共同研究成果報告に留意。 

■　既存のひな形を活用する場合も、細部の確認、協議を十分に行うこと。 

■　知財についての専門家にアドバイスを求めること。 

（１）産学官連携の前に 
連携のきっかけを整理すると・・・ 

①相談窓口への問い合わせ 
地環研からの情報発信や技術相談窓口への問い合わせ 

②日頃のネットワーク 
テーマによる研究会や協議会の開催、個人的な情報ネットワークの構築 

③技術公募 
行政課題を提示した技術公募のほか、産学連携ＰＪの公募 

各主体のポテンシャルを活かしたシナジー効果を 
発揮するための「産学官連携」 日頃からの情報発信、受入、ネットワークが重要 

ンポジウムでは，いずれも１００名を超える来場者

があり，産学官連携による研究開発についての知

見の共有や地域住民への普及啓発の一助となった

ものと考えている。

3. 今後の地域における産学官連携について

シンポジウムに参加頂いた有識者，各モデル地

域の担当者等から数多くのご意見を頂戴した。こ

れらの中にも，地域の環境に係るニーズや課題を

どこよりも把握している地方環境研究所に産学官

連携のコーディネート役を期待する意見があっ

た。本事業で得られた知見を基に地域の産学官連

携のためのマニュアルを取りまとめることとして

おり，事業終了年度である２２年度に向けて知見の

集積を図り，有効なマニュアルを作り上げていき

たいと考えている。

図 1 産学官連携を円滑に進めるために（案）（平成19年度事業から得られたポイント）
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